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　第３章　コンテスタビリティ理論と規制緩和：政策編
航空産業におけるコンテスタビリティ理論の政策的虚構性について検証

第1節 規制緩和の時代

1970年代後半以降、多くの産業で進む（米、欧、日）

←数多くの規制緩和法によって

　規制緩和のメリット…消費者余剰などで表される

第2節 航空産業の規制緩和

2．1 規制緩和以前の米国航空産業（1938～77）…大手、寡占状態

1938年 航空法制定（F.ローズベルト民主党政権）

40年～　民間航空委員会（CAB）による規制

　　　　　　　　「公共利益論」「幼稚産業保護論」

62年 ケイブス批判、　70年　ジョーダン批判

77年　A.カーンCAB委員長の下、航空規制緩和法成立

　　　　　　（カーター共和党政権）　段階的規制緩和を経て最終的に参入・

運賃規制の撤廃と、CABの解体

2．2 規制緩和以後の米国航空産業（78～）

①79～85年　新規参入、既存企業の躍進→「イールド」低下

②86～91年　大手による新規・中小既存企業の吸収・合併、赤字企業

の増加→実質イールド上昇

　　　　　　　　　…大手、垂直統合化・再寡占化に回帰

　　　　　　　　　大手集中による競争力強化策（ブッシュ共和党政権）

③92年～　　必要に応じた規制や行政指導に転換、中小育成による体質強化策（クリントン民主党政権）

　実績の評価

　　上位社への集中度…78～85は低下、86～92は上昇

　　運賃…規制緩和以前からの下落傾向が続く

　　サービスの品質…「ハブ・アンド・スポーク」システムの長短発生

　　利潤…経営実績は悪化（「ITバブル」期は好転、その後再び悪化？）

2．3 日本の航空産業の規制緩和

①戦後～85年…規制緩和以前、「45・47体制」

　　　　　　　　各航空会社の事業分野の調整・確定、内部補助による経営の安定化

②86年～　…運輸政策審議会答申を受け45・47体制廃止

　　　　　　　弾力的な行政運営による競争促進

　90年代、需給調整基準緩和、運賃規制緩和が漸次的になされた

第3節 航空コンテスタビリティの神話

3．1 「理論的支柱説」の検証

　コンテスタビリティ理論形成史から判断

1970－73「内部相互補助」をめぐる研究

　74－75「規模と範囲の経済性」をめぐる研究

　77頃　「持続可能性」をめぐる研究

　78頃　「コンテスタビリティ命題」の完成

→理論が、航空規制緩和が既定事実化した後、航空規制法の中に入っていく

3．2 「航空市場コンテスタブル説」の検証

　航空産業は当初埋没費用のないコンテスタブル市場と考えられた

→大手航空会社の経営戦略から判断

「ハブ・アンド・スポーク」「コンピューター予約システム（CRS）」

「イールド・マネジメント」「常顧客優待制度（FFP）」

3．3 「コンテスタビリティ＝規制緩和説」の検証

ボウモルの主張

「政策に関する限り、コンテスタビリティ理論は政府介入が社会的に保証されるべき場所を明らかにするガイドラインの役割を果たす」

ボウモル達の主張

「コンテスタビリティ理論≠自由放任主義」

同理論の例示を航空産業に求めたことの誤りを認める

カーンの主張

規制緩和は成功であったという一方で失敗であったという矛盾

「コンテスタビリティは十分な独占防止手段とはならず…」

参考文献：戸崎肇『航空の規制緩和』1995、勁草書房

